
  

長崎県大学図書館協議会 会則 

（名称） 

第１条 本会は、長崎県大学図書館協議会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、長崎県内の大学図書館、短期大学図書館及び高等専門学校図書館（以下 

 「県内大学図書館」という。）の相互の連携と協力を図り、県内大学図書館の充実と発展 

に寄与することを目的とする。 

  （会員） 

第３条 本会は、県内大学図書館をもって組織する。 

２ 本会に入会しようとする県内大学図書館は、幹事館に所定の入会申込書を提出し、総会 

 において承認を得なければならない。 

３ 前項の規定により、入会した県内大学図書館を、会員館という。 

（事業） 

第４条 本会は、第２条に定める目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

   （１）図書館に関する調査及び研究に関すること。 

   （２）研究会、研修会等の開催に関すること。 

      （３）県内大学図書館の相互協力の推進に関すること。 

   （４）関係団体との連絡及び連携に関すること。 

   （５）その他本会の目的を達成するために必要な事業に関すること。 

  （総会） 

第５条 総会は、原則として年１回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に 

 総会を開催することができる。 

  ２ 総会は、会員館の過半数の出席をもって成立するものとする。 

  ３ 総会は次の各号に掲げる事項について審議する。 

（１）本会への入会及び会員館の退会に関すること。 

（２）本会の事業計画に関すること。 

（３）予算及び決算に関すること。 

（４）幹事館及び監査館の選出に関すること。 

（５）その他本会の運営に必要な事項に関すること。 

  （議決） 

第６条 総会の議決は、出席した会員館の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、 

 幹事館の決するところによる。 

２ 総会における票決権については、１会員館につき１票とする。 

（役員） 

第７条 本会に次の役員館を置く。役員館は総会において会員館のうちから選出する。 

   （１）幹事館 

   （２）監査館 



  

 

 

２ 幹事館は３館とし、代表幹事館１館を幹事館の互選により選出する。その任期は１年と 

し、総会の翌日から次回の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。 

  ３ 代表幹事館の館長を本会の会長とする。代表幹事館は、本会の会務を処理する。 

  ４ 幹事館は合議により会の運営にあたる。 

  ５ 監査館は１館とし、その任期は１年とし、総会の翌日から次回の総会の日までとする。 

ただし、再任及び幹事館との併任はできない。 

６ 監査館は、本会の会計を監査し、監査結果を総会へ報告する。 

  （会計） 

  第８条 本会の運営経費は、会費その他の経費をもって充てる。 

  ２ 会費は、本会の事業計画の実現及び運営経費に使用する。 

  ３ 本会の予算は、総会の議を経て決定し、決算は、監査を受けて次の総会において承認を 

得なければならない。 

  ４ 会費は、年間 10,000 円とする。 

第９条 本会の会計年度は、毎年４月 1 日から翌年 3 月３１日までとする。 

（会則の改正） 

第１０条 この会則の改正は、総会の議によるものとし、出席した会員館の３分の２以上の 

 賛同を要するものとする。 

（補則） 

第１１条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、総会の議を経て、 

別に定めることができる。 

 

   附 則 

１ この会則は、平成７年６月７日から施行する。 

２ この会則は、平成９年３月２５日から施行する。 

３ この会則は、平成９年５月１５日から施行する。 

４ この会則は、平成１４年６月１２日から施行する。 

５ この会則は、平成２４年６月８日から施行する。 

６ この会則は、平成２８年７月８日から施行する。 

７ この会則は、令和６年８月２０日から施行する。 

 

 


